
　住民基本台帳法第１１条第３項及び第１１条の２第１２項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧 
並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第３条の規定により、次のとおり公表します。

閲覧年月日 申出者（受託者） 委託者 閲覧目的 閲覧に係る住民の範囲
閲覧件数

（件）

令和4年7月21日
株式会社マーケティングリサーチ
サービスセンター　代表取締役
岩川　恵理子

千葉県知事　熊谷　俊人
「令和４年度　県政に関する世論調査」
のため

椿　１８歳以上の男女 16

令和4年9月8日
一般社団法人　中央調査社
境　克彦

日本放送協会　経理局長
西　透

「全国メディア意識世論調査（メディア
利用についておたずねする調査）」実
施の為の対象者抽出（放送法第２０条
に定められた調査研究・世論調査のた
め）

八日市場イ　１６歳以上（平
成１８年９月末まで生まれ）
の男女

12

令和4年9月16日
一般社団法人　新情報センター
事務局長　山本　恭久

支出負担行為担当官消費
者庁総務課長　金澤　直樹

令和４年度消費者意識基本調査の対
象者名簿作成のため

東谷１４３～
平成１９年１０月３１日以前
に出生の男女（令和４年１
１月１日現在満１５歳以上
の男女）

25

令和4年10月27日
株式会社マーケティングリサーチ
サービスセンター　代表取締役
岩川　恵理子

千葉県知事　熊谷　俊人
「令和４年度　第６４回千葉県政に関す
る世論調査」実施のため

蕪里　１８歳以上の男女 15

令和４年度住民基本台帳の閲覧状況

期間：令和４年４月１日から令和５年３月３１日


